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美浜発電所第３号機の一部使用承認について 

 

２０１９年１１月２９日付け関原発第３８０号をもって申請がありました上記の件につ

いては、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１７条第３号の規定に基づき、

下記のとおり承認します。 

 

 

記 

 

 

１．対象設備 

使用承認申請書（２０１９年１１月２９日付け関原発第３８０号）の「申請に係る発

電用原子炉施設の概要」の欄に記載のとおり 

       

２．使用期間 

自：２０２０年 １月１０日 

至：平成２８年１０月２６日付け原規規発第 1610261 号、平成２９年６月２７日付け

原規規発第 1706272 号、平成３０年６月２０日付け原規規発第 1806202 号、平成

３０年６月２７日付け原規規発第 18062710 号、平成３０年１１月２６日付け原規

規発第 1811265 号、平成３１年２月６日付け原規規発第 1902067 号、平成３１年

４月２６日付け原規規発第 19042613 号、令和元年６月２１日付け原規規発第

1906219 号、令和元年７月１９日付け原規規発第 1907197 号及び令和元年８月２６



 

日付け原規規発第 1908261 号をもって認可を受けた発電用原子炉施設に対する、

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の１１第１

項に定められる使用前検査の合格日 

 

 

３．使用の方法 

美浜発電所第３号機の炉内構造物取替工事に伴い発生する旧炉内構造物及び旧炉内構

造物関連設備他廃棄物を保管するため、３号機設備のうち第１号機及び第２号機と共用

しているＢ蒸気発生器保管庫（１・２・３号機共用）を使用する必要があり、一部工事

が完了したＢ蒸気発生器保管庫（１・２・３号機共用）を平成２８年１０月２６日付け

原規規発第 1610261 号、平成２９年６月２７日付け原規規発第 1706272 号、平成３０年

６月２０日付け原規規発第 1806202 号、平成３０年６月２７日付け原規規発第 18062710

号、平成３０年１１月２６日付け原規規発第 1811265 号、平成３１年２月６日付け原規

規発第 1902067 号、平成３１年４月２６日付け原規規発第 19042613 号、令和元年６月２

１日付け原規規発第 1906219 号、令和元年７月１９日付け原規規発第 1907197 号及び令

和元年８月２６日付け原規規発第 1908261 号をもって認可を受けた発電用原子炉施設に

対する、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の１１第

１項に定められる使用前検査の合格日まで使用する。 

なお、使用にあたっては原子炉施設保安規定に基づき使用する。 

 

 


